
国立大学法人福島大学の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

　③ 役員報酬基準の内容及び平成26年度における改定内容

法人の長

理事

理事（非常勤）

監事

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

  ②  平成26年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
　　実績を含む。）

学長の報酬支給基準は、本給、諸手当及び期末特別手当から構成されて
いる。本給については、国立大学法人福島大学役員給与規則に則り、本給
（984,000 円）としている。諸手当については、地域手当、広域異動手当、通勤
手当及び単身赴任手当を国立大学法人福島大学職員給与規程に準じること
としている。また、期末特別手当については、国立大学法人福島大学役員給
与規則に則り、期末特別手当基準額（（本給＋地域手当＋広域異動手当）
×100分の20＋本給×100分の25）に６月に支給する場合においては100分の
140、１２月に支給する場合においては100分の170を乗じ、さらに基準日以前６
箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額とし
ている。そううえで、国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果及びそ
の者の業績に応じ、その額の100分の10の範囲内で増額又は減額することが
できる。

なお、平成26年度では、給与法指定職の改定に準拠した期末特別手当支
給率の引き上げ（年間0.15ヶ月分）を実施した。

当法人の主要事業は教育・研究事業である。役員報酬水準を検討するにあたっ

ては、法人化前に適用されていた国家公務員指定職俸給表を準用し、比較的同等と

認められる他の国立大学法人の役員報酬水準を参考に決定している。

非常勤理事の報酬支給基準は、非常勤役員手当のみとし国立大

学法人福島大学役員給与規則に則り、月額156,000円している。

該当者なし

当法人においては、期末特別手当の額について、国立大学法人評価委員会が行う

業績評価の結果及びその者の業績に応じ、その額の100分の10の範囲内で増額又は

減額することができる。

理事の報酬支給基準は、本給、諸手当及び期末特別手当から構成され
ている。本給については、国立大学法人福島大学役員給与規則に則り、本
給（720,000 円）としている。諸手当については、地域手当、広域異動手当、
通勤手当及び単身赴任手当を国立大学法人福島大学職員給与規程に準
じることとしている。また、期末特別手当については、国立大学法人福島大
学役員給与規則に則り、期末特別手当基準額（（本給＋地域手当＋広域
異動手当）×100分の20＋本給×100分の25）に６月に支給する場合におい
ては100分の140、１２月に支給する場合においては100分の170を乗じ、さら
に基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合
を乗じて得た額としている。そううえで、国立大学法人評価委員会が行う業
績評価の結果及びその者の業績に応じ、その額の100分の10の範囲内で
増額又は減額することができる。

なお、平成26年度では、給与法指定職の改定に準拠した期末特別手当
支給率の引き上げ（年間0.15ヶ月分）を実施した。
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監事（非常勤）

２　役員の報酬等の支給状況

平成26年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

15,987 11,630 4,356 4月1日

千円 千円 千円 千円

11,859 8,510 3,187 160 （通勤手当）

千円 千円 千円 千円

11,754 8,510 3,187 56 （通勤手当） 4月1日

千円 千円 千円 千円

12,135 8,640 3,236 259 （通勤手当） 4月1日

千円 千円 千円 千円

1,872 1,872

千円 千円 千円 千円

1,080 1,080 ※

千円 千円 千円 千円

1,080 1,080

注１：「前職」欄の「※」は、独立行政法人等の退職者であることを示す
注２：総額、各内訳について千円未満切り捨てのため、総額と各内訳の合計額は必ずしも一致しない。

３　役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】

法人の長

　理事

　理事（非常勤）

A理事

B理事

D理事
（非常勤）

B監事
（非常勤）

A監事
（非常勤）

役名
その他（内容）

C理事

前職
就任・退任の状況

法人の長

非常勤監事の報酬支給基準は、非常勤役員手当のみとし国立大
学法人福島大学役員給与規則に則り、月額90,000円している。

福島大学は、「自由・自治・自立の精神の尊重」、「教育重視の人材
育成大学」、「文理融合の教育・研究の推進」、「グローバルに考え地
域とともに歩む」を基本理念とし、地域社会に根ざしつつ世界に羽ばた
くことのできる人材を育成することを使命としており、福島大学プラン
を基盤として、大学院の創設・充実、教育の質の向上、特色ある研究の
推進、地域連携の強化を学長のリーダーシップの下で推進している。
そうした中で、福島大学の学長は、職員数約４５０名の法人の代表と
して、その業務を総理するとともに、校務を司り、所属職員を統督し
て、経営責任者と教学責任者の職務を同時に担っている。
福島大学では、学長の報酬月額を法人化移行前の国家公務員指定職俸
給表の号俸を踏まえ、指定職５号俸相当として定めており、指定職５号
俸が適用される官職である研究所・試験所の長は当法人と職務内容・職
責が近い。
こうした職務内容の特性や指定職俸給表を準用していることを踏まえ
ると、報酬水準は妥当であると考えられる。

福島大学の理事は、学長を補佐して、総務、教育、学生支援の各担
当業務を掌理している。
福島大学では、学長の報酬月額を法人化移行前の国家公務員指定職
俸給表の号俸を踏まえ、指定職１号俸相当として定めており、指定職
１号俸が適用される官職である研究所・試験所の長は当法人と職務内
容・職責が近い。
こうした職務内容の特性や指定職俸給表を準用していることを踏ま
えると、報酬水準は妥当であると考えられる。

非常勤理事の報酬は、常勤理事の報酬水準をベースに勤務状況を考
慮して、月額を決定しており、報酬水準は妥当であると考えられる。
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　監事

　監事（非常勤）

【文部科学大臣の検証結果】

４　役員の退職手当の支給状況（平成26年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

とともに、括弧内に、役員在職期間に職員在職期間を通算した期間（「法人での在職期間」欄の括弧
の期間）をもって当該役員の在職期間として算出した金額を記載した。

５　退職手当の水準の妥当性について
【文部科学大臣の判断理由等】

区分

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

該当者なし

該当者なし

監事

監事A
（非常勤）

判断理由

該当者なし

該当者なし

該当者なし

法人の長

理事

理事
（非常勤）

摘　　要

注：法人の長については、役員在職期間を役員退職手当規則に適用させて算出した金額を記載する

監事
（非常勤）

法人の長

理事

理事
（非常勤）

法人での在職期間

当法人においては、期末特別手当と同様に、退職手当においても国立大学法人評
価委員会が行う業績評価の結果及びその者の業績に応じ、その額の100分の10の範
囲内で増額又は減額することができる。

該当なし

非常勤監事の報酬は、民間企業の同業種の日額単価等を参考に、勤
務状況を考慮して月額を決定しており、報酬水準は妥当であると考え
られる。

職務内容の特性や国家公務員指定職適用官職、他の同規模の国立大
学法人等との比較などを考慮すると、役員の報酬水準は妥当であると
考えられる。
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Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　③　 給与制度の内容及び平成26年度における主な改定内容

２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

〔年俸制適用者以外〕

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

373 46.2 7,234 5,335 99 1,899
人 歳 千円 千円 千円 千円

113 43.3 5,580 4,180 99 1,400
人 歳 千円 千円 千円 千円

198 49.8 8,469 6,181 108 2,288
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

21 39.4 6,365 4,786 63 1,579
人 歳 千円 千円 千円 千円

39 39.8 6,363 4,778 70 1,585
人 歳 千円 千円 千円 千円

2

注１：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。
注２：「技能・労務職種」は、教務助手を示す。
注３：「教育職種（附属高校教員等）」は、附属特別支援学校教員を示す。
注４：「教育職種（附属義務教育諸学校教員等）」には、附属幼稚園教員を含む。
注５：常勤職員のその他医療職種（看護師）については、該当者が２人のため、当該個人に関する情報が特定される
　　　おそれのあることから、人数以外は記載していない。
注６：在外職員、任期付職員、再任用職員、非常勤職員については、該当者がいないため表を省略した。

その他医療職種
（看護師）

　 ①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

教育職種
（附属高校教員等）

教育職種
（大学教員）

うち賞与うち所定内

事務・技術

区分

常勤職員

教育職種
（附属義務教育諸学校教員等）

平均年齢人員

　②　職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方（業績給
　　の仕組み及び導入実績を含む。）

技能・労務職種

医療職種
（病院看護師）

平成26年度の年間給与額（平均）

総額

医療職種
（病院医師）

国立大学法人福島大学職員給与規程に則り、基本給（本給及び本給の調整額）
及び諸手当（扶養手当、本給の特別調整額、地域手当、広域異動手当、住居手
当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、宿日直手
当、管理職員特別勤務手当、初任給調整手当、義務教育等教員特別手当、教職
調整額、期末手当、勤勉手当、職務付加手当、業務付加手当及び入試手当）とし
ている。

期末手当については、期末手当基準額（基本給＋扶養手当＋地域手当＋広域
異動手当）に６月に支給する場合においては100分の122.5、１２月に支給する場合
においては100分の137.5を乗じ、さらに基準日以前６箇月以内の期間におけるその
者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。

勤勉手当については、勤勉手当基準額（基本給＋地域手当＋広域異動手当）に
勤勉手当の支給実施要領に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額として
いる。

なお、平成26年度では、①本給表のベースアップ（＋0.3％）、②通勤手当及び初
任給調整手当月額の引上げ、③勤勉手当の支給率について、0.15ヶ月分の引き上
げを実施した。

昇給、昇格の実施及び勤勉手当の成績率の判定にあたっては、勤務評定の結
果等を踏まえた勤務成績を考慮している。

当該法人の給与水準を決定するにあたっては、国家公務員の給与水準を充分
考慮し、給与法等関係法令の改正、法人の収支状況、社会情勢等を斟酌の上、
行うこととしている。
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〔年俸制適用者〕

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

71 48.0 4,081 3,989 119 92
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

58 49.6 4,389 4,367 131 22
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 42.2 3,139 2,633 8 506
人 歳 千円 千円 千円 千円

10 40.6 2,579 2,201 79 378

注１：常勤職員、在外職員、再任用職員、非常勤職員については、該当者がいないため表を省略した。

事務・技術
（契約職員）

教育職種
（契約附属学校教員）

教育職種
（契約大学教員）

区分

教育職種
（外国人教師等）

人員 うち所定内

任期付職員

うち賞与平均年齢
平成26年度の年間給与額（平均）

総額
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②

注１：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。

注２：年俸制適用者を除く。以下、⑤まで同じ。

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円 千円

代表的職位

　　事務局長 1

　　参事 12 54.3 7,608 8,119 7,190

　　副参事 18 49.9 6,445 7,169 5,963

　　主査 38 47.4 5,679 6,404 4,815

　　主任 20 38.6 4,812 5,931 4,018

　　主事 24 29.9 3,677 4,192 2,836

注１：「参事」は課長相当職、「副参事」は課長補佐相当職、「主査」は係長相当職、「主事」は係員相当職を表す。

注２：事務局長については、該当者が1名のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、

　　　「平均年齢」以下の事項については記載していない。

年間給与額

（最高～最低）

年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）)〔在外職員、任期付職員及び再任用職
員を除く。以下、⑤まで同じ。〕

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

２０－２３歳２４－２７歳２８－３１歳３２－３５歳３６－３９歳４０－４３歳４４－４７歳４８－５１歳５２－５５歳５６－５９歳

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

国の平均給与額

年間給与の分布状況（事務・技術職員）
人

千円
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（教育職員（大学教員））

平均
人 歳 千円 千円

代表的職位

　　教授 128 54.2 9,055 11,166 7,345
　　准教授 67 41.9 7,175 8,339 4,908
　　講師 2
　　助教 0 － －
　　助手 1 － －

注１：講師及び助手については、該当者が２名以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれの

　　　あることから、「平均年齢」以下の事項については記載していない。

年間給与額

（最高～最低）
人員 平均年齢分布状況を示すグループ

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

２０－２３歳２４－２７歳２８－３１歳３２－３５歳３６－３９歳４０－４３歳４４－４７歳４８－５１歳５２－５５歳５６－５９歳

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

年間給与の分布状況（教育職員（大学教員）） 人
千円
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（事務・技術職員)

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

64.0 61.4 62.6
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 36.0 38.6 37.4

％ ％ ％

         最高～最低 47.7～32.8 45.0～35.4 46.3～34.4
％ ％ ％

64.7 63.0 63.8
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 35.3 37.0 36.2

％ ％ ％

         最高～最低 40.5～32.1 42.7～34.3 40.2～33.6

(教育職員（大学教員）)

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

63.3 61.5 62.3
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 36.7 38.5 37.7

％ ％ ％

         最高～最低 48.6～33.0 45.9～35.1 47.2～34.1
％ ％ ％

64.7 62.5 63.5
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 35.3 37.5 36.5

％ ％ ％

         最高～最低 40.5～33.0 42.7～35.0 39.1～34.1

賞与（平成26年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／教育職員（大学教員））

区分

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

④
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３　給与水準の妥当性の検証等

○事務・技術職員

地域勘案　　　　　　 ９１．９

参考 学歴勘案 　　　　　　８３．３

地域・学歴勘案　　　９１．５

○教育職員（大学教員）と国家公務員との給与水準（年額）の比較指標　  ９２．８

　（注）上記比較指標は、法人化前の国の教育職（一）と行政職（一）の年収比率を基礎に、
　　　　平成26年度の教育職員（大学教員）と国の行政職（一）の年収比率を比較して算出
　　　　した指数である。
 　　　なお、平成19年度までは教育職員（大学教員）と国家公務員（平成15年度の教育職（一））
　　　　との給与水準（年額）の比較指標である。

４　モデル給与

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

講ずる措置
国家公務員の給与水準の動向を注視し、対国家公務員との比較指数が、
引き続き適切な範囲内で推移するよう留意するとともに、人材獲得における
競争力にも配慮し、適切な給与水準を維持する。

　国に比べて給与水準が
　高くなっている定量的な
　理由

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　73.2％
（国からの財政支出額　7,705百万円、支出予算の総額　10,528百万円：平
成26年度予算）

【検証結果】
国からの財政支出の割合が50％以上となっているが、累積欠損額はなく、
対国家公務員の比較指数は100以下であるため、給与水準は適正であると
考えている。

【主務大臣の検証結果】
給与水準の比較指標では国家公務員の水準未満となっていること等から給
与水準は適正であると考える。引き続き適正な給与水準の維持に努めてい
ただきたい。

【累積欠損額について】
累積欠損額　０円（平成25年度決算）

項目 内容

指数の状況

　給与水準の妥当性の
　検証

対国家公務員　　８４．１

昇給、昇格の実施及び勤勉手当の成績率の判定にあたっては、勤務評定の結果
等を踏まえた勤務成績を考慮している。

○事務・技術職員

職位 年齢 家族構成等 月　額 年間給与

主事 22 独身（初任給） 174,200 2,768,000

主任 35 配偶者、子１人 288,700 4,617,000

副参事 45 配偶者、子２人 385,800 6,243,000

○教育職員（大学）

職位 年齢 家族構成等 月　額 年間給与

准教授 40 配偶者、子２人 452,400 7,327,000

教授 50 配偶者、子１人 533,600 8,761,000
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Ⅲ　総人件費について

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ａ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｄ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

Ⅳ 法人が必要と認める事項

特になし

4,387,705 4,399,408 4,441,396 4,822,406

3,304,267

474,840 498,388 539,481

289,159

727,020

区　　分

490,948

最広義人件費

3,266,746

538,983

309,406261,959

417,244

注１：「非常勤役職員等給与」においては、寄附金、受託研究費等により雇用される職員に係る費用及び
　　人材派遣契約に係る費用等を含んでいるため、財務諸表附属明細書の「１８役員及び教職員の給与の
　　明細」における非常勤の合計額と一致しない。
注２：「退職手当支給額」欄は、国の常勤職員に相当する、法人の常勤職員に係る退職手当支給額を
　　計上している。
注３：最広義人件費、各区分について千円未満切り捨てのため、最広義人件費と各区分の合計額は必ず
　　しも一致しない。

3,036,080

645,800

471,312

退職手当支給額

3,315,824

195,026

4,671,218

非常勤役職員等給与

3,118,164

380,165

福利厚生費

給与、報酬等支給総額

441,313

ⅰ）「給与、報酬等支給総額」が前年度より増加した主な要因
・特例法に基づく国家公務員の給与見直しに関連した給与減額支給措置が平成２５年度を
もって終了したため。
・国家公務員に準拠し、勤勉手当の支給率の引上げ等を実施したため。

ⅱ）「最広義人件費」が前年度より増加した主な要因
・上記に加え、プロジェクト等の有期雇用者数増に伴う「非常勤役職員等給与」、法定福利の
加入者、掛け率の増加により「福利厚生費」が増加した。
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